
放送大学入学奨励金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、社会人が企業で働きながら放送大学において学びなおすことによ

り、長期的なキャリアアップを図ることを促進するとともに、大学等での学びなおし

の気運を醸成することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

（１）全科履修生 放送大学学園法（平成１４年法律第１５６号）第２条第１項に規定

する放送大学（以下「放送大学」という。）の全科履修生をいう。 

（２）選科履修生 放送大学の選科履修生をいう。 

（３）科目履修生 放送大学の科目履修生をいう。 

（４）転科生 選科履修生または科目履修生として入学した者のうち、全科履修生とし

て改めて入学し直すものをいう。 

（５）編入学生 大学中退者または短期大学もしくは専門学校等の卒業者であって、学

校教育法（昭和２２年法律第２６号）第８８条、第１０８条第７項、第１２２条ま

たは第１３２条の規定に基づき、放送大学の全科履修生として入学するものをいう。 

（６）学士 学校教育法第１０４条第１項に規定する学士の学位をいう。 

（７）常用雇用者 次のいずれかに該当する者をいう。 

   イ 期間を定めずに雇用されている者 

   ロ １か月を超える期間を定めて雇用されている者 

   ハ １か月以内の期間を定めて雇用されている者であって、交付申請日の属する

月の前月および前々月にそれぞれ１８日以上雇用されているもの 

 

（奨励金の対象者） 

第３条 知事は、平成２５年４月１日（以下「基準日」という。）以降に全科履修生とし

て入学した者（基準日以降に転科生および編入学生となった者を含む。）であって、次

の各号に掲げる要件すべてを満たすものの申請により、その者に対し、放送大学入学

奨励金（以下「奨励金」という。）を交付する。 

（１）奨励金の交付を申請した日（以下「交付申請日」という。）現在において、福井

県内に住所を有する者 

（２）交付申請日現在において、常用雇用者（公務員は除く。）として就業している者 

（３）全科履修生として入学した日の属する年度（４月１日から翌年３月３１日までを

いう。以下「入学年度」という。）の４月１日現在において、満３９歳以下である

者 

（４）交付申請日現在において、学士の学位を有していない者 

（５）過去に奨励金を受けたことがない者 

 

（奨励金の額） 

第４条 奨励金の額は、前条の規定により奨励金の交付を受けようとする者が、放送大

学の全科履修生として入学した学期（以下「入学学期」という。）に要する学費として



納入した入学料および授業料の合計額に、入学学期の次の学期に要する学費として納

入した授業料の額を加えた額とし、一人あたり７万円を限度とする。 

２ 奨励金は、第６条の規定による交付決定を受けた者に対し、予算の範囲内において

交付するものとする。 

 

（交付申請） 

第５条 第３条の規定により奨励金の交付を受けようとする者は、放送大学入学奨励金

交付申請書（様式第１号）（以下「申請書」という。）に、次の各号に掲げる書類を添

えて、別に定める日までに知事に提出しなければならない。 

（１）放送大学学生証の写しまたは放送大学が発行する在学証明書 

（２）放送大学の「入学料及び授業料の払込書（領収印のあるもの）」の写し 

（３）在職証明書（様式第２号） 

（４）住民票抄本 

（５）その他交付に係る審査のため知事が特に必要と認める書類 

 

（交付決定） 

第６条 知事は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、

交付対象と認められる場合は、放送大学入学奨励金交付決定通知書（様式第３号）に

より申請者に通知するものとする。 

 

（奨励金の支給） 

第７条 知事は、前条の規定による交付決定を受けた者に対し、奨励金を口座振込によ

り支給するものとする。 

２ 前項の規定による奨励金の支給を受けた者が、放送大学を卒業する前に退学した場

合においても、奨励金を返還することは要しないものとする。 

 

（放送大学科目履修状況報告） 

第８条 前条第１項の規定により奨励金の支給を受けた者は、放送大学を卒業するまで

の間、毎年度別に定める日までに放送大学科目履修状況報告書（様式第４号）を知事

に提出しなければならない。 

 

（調査等の実施） 

第９条 知事は、奨励金の交付に関し必要と認めるときは、奨励金の支給を受けた者に

対し、放送大学卒業後の勤務状況調査その他の調査等を行うことができる。 

２ 奨励金の支給を受けた者は、前項に定める調査等に協力しなければならない。 

 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２５年１２月２４日から施行する。 

 


